
平成 23 年 3 月 22 日 
お客様各位 

福 島 信 用 金 庫 
 

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた被災者の皆さまに対しまして、心より

お見舞い申し上げます。 
当金庫は、地震にかかる金融上の措置を、下記の通り対応いたしますのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 預金証書、通帳を紛失した場合でも、預金者であることを確認（運転免許証、保険証等） 
   することで、１日１０万円を限度に払戻しに応じます。 

 
２． 届出の印鑑が無い場合は、拇印にて対応いたします。 
 
３． 定期預金、定期積金等は、期限前払戻しに応じます。又、これを担保に融資もいたします。 

 
４． 支払期日が経過した手形については、取立ができるように対応いたします。 

 
５． 手形の不渡処分等についてはご相談下さい。可能な限り対応いたします。 
 
６． 汚れた紙幣については、お取換えいたします。 
 
７． 国債を紛失した場合はご相談下さい。 
 
８． 災害による応急資金が必要な場合はご相談下さい。手続きの簡便化、迅速化に努める他、 

ご融資金の返済猶予等についても対応いたしますのでご相談願います。 
 
９． ３月２２日現在全店営業 

本店、 駅前支店、 東支店、 西支店、 北支店、 浜田町支店、 八島田支店、  
森合支店、 南支店、 吉井田支店、 岡山支店、 ほうらい支店、 瀬上支店、  
鎌田支店、 平野支店、 飯坂支店、 松川支店、 桑折支店、 国見支店、  
伊達支店、 梁川支店、 保原支店、 掛田支店、 月舘支店、 川俣支店、  
飯野支店  以上２６店舗 

 
営業休止店舗はありません。 
 
なお、今後のライフラインの状況によっては、営業が出来なくなる店舗・ＡＴＭが発生す 

る場合がありますのでご了承願います。 
 

以上 


